
尾鷲市地域公共交通計画の一部改訂

尾鷲市地域公共交通計画の一部改訂につきまして

今年度第１回目の会議の中でご報告させていただきました、地域間幹線バス「松阪ۿ野線」が、令
和７年３月３１日をもって運行が終了することに伴い、尾鷲市地域公共交通計画を一部改訂する必要
があることから、お諮りします。

改訂の主な内容につきましては、路線終了による、公共交通ネットワーク図の記載の変更や地域公
共交通における幹線バスの表記の変更となりますので、従前からの計画目標や事業の実施についての
変更ではありません。
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尾鷲市地域公共交通計画の一部改訂 旧対照表 （案）

・P 3 【改訂年月を追記】

・P 4〜P5 【ネットワーク図の変更】
松阪ۿ野線の記載を消除

・P 6 【公共交通ネットワーク図（市街地部）の変更】
松阪ۿ野線の記載を消除
【補助系統に係る事業及び実施主体の概要を変更】
松阪ۿ野線の記載を消除

・P 7 【路線バスの運行路線について変更】
本文及び路線バスの運行本数の表中、松阪ۿ野線の記載を消除
路線バスの運行本数と運賃の表中、三重交通路線バスの運賃改定に伴う金額の変更
三重交通の幹線補助対象路線の利⽤状況の表中、松阪ۿ野線の運行終了及び尾鷲⻑島線の路線再編についての注記を追加

・P 8 【公共交通の位置づけと役割について変更】
松阪ۿ野線の記載を消除

・P 9 【ネットワーク方針図】
松阪ۿ野線の記載を消除

・P10 【地域公共交通確保維持事業の必要性について変更】
松阪ۿ野線の記載を消除
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改正案 現行

改訂年月を追記
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改正案 現行

「松阪ۿ野線」が、
令和７年３月３１
日をもって運行を
終了することによ
る図の変更
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改正案 現行

「松阪ۿ野線」が、
令和７年３月３１
日をもって運行を
終了することによ
る図の変更
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改正案 現行

「松阪ۿ野線」
が、令和７年３
月３１日をもっ
て運行を終了す
ることによる図
の変更

「松阪ۿ野線」が、
令和７年３月３１
日をもって運行を
終了することによ
る、補助系統に係
る事業及び実施主
体の概要を変更
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改正案 現行

「松阪ۿ野線」が、令
和７年３月３１日を
もって運行を終了する
ことによる本文及び路
線バスの運行本数から
の削除、令和６年１２
月１６日より三重交通
路線バスの運賃改定に
伴う金額の変更

「松阪ۿ野線」
が、令和７年３
月３１日をもっ
て運行終了であ
ること、尾鷲⻑
島線が令和6年
10月より路線再
編されたことに
ついて注記
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改正案 現行

補助系統の地域公共交通
における位置付けと役割
について「松阪ۿ野線」
の表記を消除
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改正案 現行

「松阪ۿ野線」
が、令和７年３
月３１日をもっ
て運行を終了す
ることによる図
の変更

「松阪ۿ野線」
が、令和７年３
月３１日をもっ
て運行を終了す
ることによる松
阪市の表記を削
除

-9-



改正案 現行

「松阪ۿ野線」
が、令和７年３
月３１日をもっ
て運行を終了す
ることによる本
文の変更
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